
教科書の事前申込書

教科書の配布は、以下の(1)-(6)の全てに該当する児童生徒のみが対象となります。

(1)在ボストン総領事館の管轄地域に居住し、在留届を提出済み。

(2)日本国籍がある。

(3)将来日本に帰国する意思がある。

(4)補習授業校（日本語学校）に入校していない。

(5)当該教科書の配布対象学年である。

(6)在ボストン総領事館がこの事前申込書を指定の申込期間内に受理している。

（以下の事項に記入または○をしてください）

申込日：    年  月  日 申込対象：    年 前期・後期教科書

（後期は、中学校教科書の配布はありません）

申込する保護者氏名（パスポート上の氏名を記入してください）

(日本語) (英語)

在留届の確認（未提出の方は配布対象になりません） 提出済

現住所

電話          

Email

フリガナ

児童生徒名

(戸籍上氏名)

該当学年※ 小学・中学    年生 小学・中学    年生 小学・中学    年生

生年月日      年

    月   日

     年

    月   日

     年

    月   日

※学年は、教科書を受け取る年の 4 月 1 日時点の日本の学年となります。

＊上記に 3 名までご記入いただけます。

本申込後、当館管轄地域から移転される場合は、当館までご連絡ください。

Consulate General of Japan in Boston 教科書係

Federal Reserve Plaza, 22nd Floor, 600 Atlantic Avenue, Boston, MA02210
TEL: 617-973-9772   FAX: 617-542-1329   E-mail: consulate@bz.mofa.go.jp

教科書の配布について、前期分は 3 月頃、後期分は 9 月頃に当館ウェブサイトで掲示します（当館から各申

込者に個別連絡は行いません）。来館、郵送による受け取りは、当館ウェブサイトで案内する方法に従って

行ってください。なお、受け取りの際に、当館に提出済みの本申込書のコピーが必要となりますので、各自

で控えを保管してください。また、別途指定する教科書の受け取り開始日から 3 ヶ月の間に教科書の受け取

りが行われない場合、事前申込は無効となります。

総領事館記入欄：受理日
前期分申込期間：8 月 15 日～9 月 25 日

後期分申込期間：3 月 15 日～4 月 25 日


